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講習会資料



講習内容

  
（１）郡山市下水道工事指定店について

（２）排水設備工事について  

（３）各種申請に係る押印の取扱いについて 

（４）除害施設等について  

（５）融資あっせん制度について

（６）雨水活用補助金について    

（７）一時使用・特別使用許可について

（８）公共汚水桝設置申込みについて

（９）物件設置・公共汚水桝等設置許可申請について 

２

・・・・・・・Ｐ．３  ～ Ｐ．５ 

・・・・・・・Ｐ．６  ～ Ｐ．９

・・・・・・・Ｐ．10 ～ Ｐ．11

・・・・・・・Ｐ．12 ～ Ｐ．14

・・・・・・・Ｐ．15 ～ Ｐ．17

・・・・・・・Ｐ．18

・・・・・・・Ｐ．19 ～ Ｐ．20

・・・・・・・Ｐ．21 ～ Ｐ．22

・・・・・・・Ｐ．23 ～ Ｐ．24



郡山市下水道工事指定店について マニュアルＰ．1参照

３

１ 郡山市下水道工事指定店等の義務

郡山市下水道条例施行規程（抜粋）

（工事指定業者の義務）
第３３条 工事指定店の指定を受けた者（以下「工事指定業者」という。）は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。
（２）あらかじめ、施工方法、費用等について申請人に十分な説明を行い、工事は、誠実かつ迅速に施工すること。
（３）工事の完了後６箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意

若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。
（４）名義を貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。

（責任技術者の責務）
第３９条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の

設計及び施工（監理を含む。）に当たらなければならない。
２ 責任技術者は、当該工事の完了に伴う検査に立ち会わなければならない。
３ 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、当該職員か

ら提示の要求があったときは、これを提示しなければならない。



郡山市下水道工事指定店について マニュアルＰ．２～Ｐ．６参照

４

※役員(代表者以外)の変更については届出不要です。

下水道工事指定店の有効期間：５年間
（継続して指定を受ける場合は、有効期間満了の２箇月前までに申請が必要）

２ 郡山市下水道工事指定店等の登録・申請等の手続き

登録内容に異動が生じた場合、添付書類等とともに、郡山市下水道工事指定店異動届の提出が必要となります。

異動内容 添付書類

営業の廃止 ・郡山市下水道工事指定店認可証（原本）

名称又は代表者（※）の変更
・登記事項証明書（原本）
・郡山市下水道工事指定店認可証（写し）

営業所の移転

・登記事項証明書（原本）
・移転先の位置図
・郡山市下水道工事指定店認可証（写し）

下水道排水設備工事
責任技術者の増減

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本）
・排水設備指定工事店専任責任技術者登録届（様式４）又は排水設備指定工事店専任責任技術者取消
届（様式５）



郡山市下水道工事指定店について マニュアルＰ．２～Ｐ．６参照

５

責任技術者の登録について、以下の内容に変更が生じた場合も届出が必要です。

変更内容 必要な書類等

下水道排水設備工事責任技術者の住所・氏名等

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証記載事項変更届（様式６）
・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本）
・変更したことが確認できるもの（住民票、運転免許証などの写し）

なお、下水道排水設備工事責任技術者の各種届出に必要な様式は、公益財団法人福島県下水道公社のホーム
ページからダウンロードできます。

（ホームページアドレス https://www.fspc.or.jp）



排水設備工事等の流れは、次の(１)から(８)となります。
（１）平面図・縦断図の作成             

（２）調査・設計・施工上の注意事項
（３）合流区域における注意事項     

（４）申請書記載事項                      

（５）見取図                                     

（６）見積書・工事調書  

（７）開始届・完了届・汲取り証明書 

（８）工事完了検査   

※申請書については、記入例を参考に作成してください。 ・・・P.43～P.54参照
※排水設備工事は確認を受けてから１年以内に完了しなければ
なりません。（郡山市下水道条例施行規程第５条第３項）

排水設備工事について マニュアルP.７～P.５４参照

６

・・・マニュアルP.10 ～ P.11
・・・マニュアルP.12 ～ Ｐ.13
・・・マニュアルP.14
・・・マニュアルP.14 ～ P.15
・・・マニュアルP.15
・・・マニュアルP.16
・・・マニュアルP.16 ～ P.18
・・・マニュアルP.19



排水設備工事について マニュアルP.７～P.５４参照

（１）平面図・縦断図の作成

①事前確認
・必ず施工場所の供用開始の有無、下水道本管の有無及び公共汚水桝の有無を確認して申請に係る図面を作成
してください。
施工場所が供用開始区域内かつ下水道本管が未整備の場合、下水道整備課へご相談ください。

・公共汚水桝について、必ず現地にて位置及び使用可能であるかを確認してください。

②図面作成・設計の注意事項
・図面には施工する部分を赤色で、既存部分は黒色で記入してください。
・公共汚水桝を基準(ベンチマーク)とし、測点をNo.０、地盤高を１０.００ｍとしてください。
・排水管の勾配は条例で定めるとおりに施工してください。（郡山市下水道条例第４条）
※管径Φ１００の勾配は２.０％以上 なお、１.９９％を四捨五入して２.０％とすることは出来ません。

（２）調査・設計・施工上の注意事項
・設計に重要な要素となるため、現地調査を徹底してください。地盤高等は測量機器（オートレベル等）で測
量し正確に記載してください。（設計図の記載数値はマニュアルP.11を参照）
また、現場が完了した際にも必ず測量機器による出来形検測を行い、現場と図面が一致しているかを確認し
てください。

７



排水設備工事について マニュアルP.７～P.５４参照

（３）合流区域における注意事項
・汚水と雨水は別々に配管し、それぞれ公共汚水桝・公共雨水桝等（街渠桝、道路側溝等も含む）に接続して
ください。なお、合流区域において公共雨水桝等がない場合は、宅内最終桝で汚水と雨水を合流させてくだ
さい。

（４）申請書記載事項
・項目、記入等方法などの注意事項が記載されているので、確認してください。

（５）見取図（住宅地図）
・施工場所を中央に配置し、赤色（蛍光ペンは不可）で囲い斜線にしてください。

（６）見積書・工事調書
・「申請費」や「申請手数料」は、「諸経費」又は「図面作成費」とし、申請人へ誤解を招かないように注意
してください。
見積書は任意様式とします。

（７）開始届・完了届・汲取り証明書
・使用開始等届は、遅滞なく、速やかに、提出してください。
また、工事完了届は、工事完了後５日以内に提出してください。

（８）工事完了検査
・完了検査を受ける前に必ず社内検査を行ってください。
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排水設備工事のすすめかた マニュアルP.７～P.８参照
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各種申請に係る押印の取扱い マニュアルＰ４３参照
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拡大

○○　△ 年　４ 月　５ 日

　郡山市上下水道事業管理者

下水道排水設備
工事責任技術者

施 工 場 所

便槽の種類

 □一般住宅　□共同住宅　□事務所　□工場　（　　　　　　　　）

除害施設等

水 道 ﾒ ｰ ﾀ ｰ 番 号
又 は お 客 様 番 号

土 地 面 積

工 事 予 定 期 間

申 請

添 付 書 類

  　上記排水設備確認申請書の提出及び確認後の

 副本の受領並びに使用開始届及び工事完了届に

使 用 開 始 届

　　２　確認印等欄には、記入しないこと。 使 用 開 始 日

　　３　確認後の副本は、申請人本人が保管すること。 く み 取 り 日

　　４　本申請確認後、１年以内に工事を完了すること。 完 了 届

申 請

備 考　１　該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。

電 話

電 話

所 在 地

名 称

代 表 者 名

○○○ 平方メートル

 申   請   人

 （委任者）

　
確
　
　
　
認
　
　
　
印
　
　
　
等

 郡山市上下水道事業管理者

 関すること。

　　　年　　月　　日提出

□  有　　　 □  無

 □  くみ取り　□浄化槽

 □見取図　　□平面図　　□縦断面図　　□構造詳細図　　□工事調書　　□見積書

      排水設備の工事について確認を受けたいので、次のとおり申請します。

　　　年　　月　　日

　　　年　　月　　日提出

　　　年　　月　　日

 （受任者）

 工事指定店

委  任  状

○○　△ 年　４ 月　１ 日

確認番号 第　　　　　　　　　　　号

工 事 区 分 等

補助制度の利用 雨 水 流 出 抑 制 施 設 補 助
浄 化 槽 雨 水 貯 留 施 設 転 用 補 助

下 水 道 工 事 指 定 店

建 物 の 種 類

ＸＸＸＸＸＸＸ

 □ 新　設　 □ 増　設　 □改　修

 □店舗（飲食店）□その他 （　　　　　）

 □  水道水　□  井戸水　□  その他　（　　　　　　　　　）

□  有　　　 □  無

第１号様式（第５条関係）

排 水 設 備 確 認 申 請 書 

申 請 人 住 所

氏 名

使 用 人 数

融 資 あ っ せ ん

４　人

　郡山市 豊田町 ×－ △

 有 （グ リース 阻集器）・ 無

排 水 設 備

　　　１３　ミリメートル×　　１ 個

使 用 水 区 分

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 口 径

○○  △ 年　４ 月 １５日 　から　　○○　△ 年  ５ 月　△日まで
※
ど
ち
ら
か
に

✓

し
て
く
だ
さ
い
。

公 共

郡山市豊田町×－△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野●丁目×－▲

郡山設備㈱
代表取締役郡山太郎
９２４－○○○○

郡 山 花 子

朝 日 一 郎

郡 山 設 備㈱

※提出日を記入します。

・今回申請する工事に伴い処分される便槽を✓します。

・新築や増・改修で既設の便槽がない場合は空欄にします。

・該当するものすべてに✓します。

・複数選択可能です。

※メーター番号を記入します。

ﾒｰﾀｰが複数の場合は別紙に記入してください。

※添付した書類をすべて✓します。

※依頼を受けた日を記入してください。

・審査期間を考慮し提出日から１週間程度の余裕を

持って記入してください。
・工事完了予定日は、工事開始予定日から１年以内
としてください。

・融資や補助申請の大切な確認のため、記入漏れ

の無いようにしてください。

※建て替えの場合も新設です。

※飲食店などの場合、除害施設の申請が必要になります。

・融資あっせん申請する場合は工事調書の添付が必要にな

ります。

・その他は任意の見積書のコピーで構いません。
・便槽からの切り替えでない場合は、工事調書・見積書の添
付は不要です。

※住所を記入します。

※浄化槽等の清掃がある場合は、清掃業者名及び電話番号

を記入してください。

記入例

記名

記名

記名

記名

記名

郡山市豊田町×－△

朝 日 一 郎
９２４－○○○○

郡山市桑野●丁目×－▲

郡山設備㈱
代表取締役郡山太郎
９２４－○○○○

郡 山 花 子

記名

記名



各種申請に係る押印の取扱い マニュアルＰ６５参照
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拡大

備考  １ 太線枠内のみ記入してください。

２ 「同意の有無」欄は、該当する箇所（□印）にレ印を記入すること。

３ 添付書類は、発行日から３月以内のものを添付すること。



特定事業場について

下水道法では、各作業工程で悪質汚水を発生するおそれのある施設を「特定施設」として指定し、これらの施設を

持つ工場・事業場（特定事業場）は事前に届出が必要となります。

また、法に基づく排除基準が定められています。

⇒ 特定施設設置または使用届

申請者は法人または事業体の代表者、もしくは代表者から委任を受けた者

（支店長など、社員で、かつ責任を有する者。その際は委任状を添付。）

除害施設の設置について

上記以外の店舗や工場・事業場でも、排水が下水道施設の機能及び構造の保全のため、定められた排除基準を超える

おそれのある場合には、「除害施設」の設置が必要です。

また、設置の際には事前に除害施設確認申請書の提出が必要です。

上記のように、排水設備工事は、一般住宅と店舗や工場・事業場等で取扱いが異なります。

排水設備工事を行う際には、一般住宅か店舗や工場・事業場等であるか事前調査を十分に行い、適切な除害施設及び

排水設備を設置し、届出等の漏れが無いよう十分注意しなければなりません。

除害施設等について マニュアルP.５５～P.６０参照
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店舗や工場・事業場が公共下水道を使用する際に、公共下水道施設の機能及び構造の保
全のため、また、下水道終末処理場の放流水質確保のために、下水道法や郡山市下水道
条例で「特定施設」の届出や「除害施設」の設置が義務付けられています。



グリース阻集器の保守管理について マニュアルP.６０参照
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グリース阻集器の保守管理について マニュアルP.６０参照
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阻集器を設置後、適正な管理を行っていない店舗等が見受けられますので、阻集器を設置した際は、
排水設備工事を行った下水道工事指定店から、申請者や阻集器を使用する方（店長等）へ保守管理
について詳しく説明して下さい。



・対 象 者  －  個人の方(法人は対象外)

・対象物件  －  専用住宅(事業所は対象外)

・あっせん額 －  一戸建ては80万円以内

  集合住宅、共同住宅は200万円以内

・あっせん先 －  市内金融機関（上下水道局と利子補給などの契約を

締結している金融機関）

・償還期間  －  融資の翌月から６０箇月以内（元金均等償還）

・利 子  －  無利子（上下水道局が全額負担します。）

              

融資あっせん制度について     マニュアルP.６１ ～P.６８参照
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下水道接続の改造工事に要する資金の融資あっせん及び
当該融資に対する利子補給を行っております。

※特定環境保全公共下水道接続補助金についてはマニュアルP.69～80参照



１ 申請者

・郡山市民であること。

・下水道区域にある居住用建物の所有者または所有者の同意を得た占有者であること。

・市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等の市税や、

下水道受益者負担金または受益者分担金を滞納していないこと。

  ・連帯保証人となる予定の者が１人いること。   

16

２ 連帯保証人（１人）

・住民税が課税され、かつ滞納していないこと。

・固定資産税、都市計画税、国民健康保険税および軽自動車税等の市区町村税を滞納していないこと。

・申請者と異なる勤務先であること。

融資あっせんの条件について

その他の注意点について

・工事着工後には受付できませんので、注意してください。

・工事を依頼する前に、予め金融機関と融資のご相談をしてください。

・金融機関からの貸付金を目的外に使用した場合は、利子の補給を停止します。

融資あっせん制度について     マニュアルP.６１ ～P.６８参照
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融資あっせん制度 手続きの流れ マニュアルP.６１ ～P.６８参照
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雨水活用補助金について マニュアルＰ．８１～Ｐ．１１０参照

18

※ 上下水道局では宅内での雨水貯留を推奨しております

●目的
浸水被害の軽減
・河川の増水防止（降雨時の浸水対策）

資源の有効活用
・水資源の活用
・庭木の水に「水道料金等」がかからない
・公共下水道への切替で不要となった浄化槽の再利用

●補助の金額
・浄化槽転用又は地下貯留槽
工事費の３分の２
限度額：一般住宅 ２５万円 事業所等 ４０万円

・浸透ます設置
工事費の３分の２
限度額：２万５千円/基（１棟につき４基まで）

・雨水貯留タンク（100L以上）設置
購入費の３分の２
限度額：４万円（１棟につき１基まで）

浄化槽転用 浸透ます

雨水貯留タンク



一時使用許可について マニュアルＰ．２５～Ｐ．３７参照
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◆土木建築工事等による排水を放流するため、一時的に下水道を使用したい場合は、
一時使用の申請・許可が必要となります。

一時使用申請・許可については、許可に要する日数を考慮していただき、一時使用
したい日から２週間前までに申請するようにお願いします。
また、一時使用期間を延長したい場合は、許可期限の２週間前までに変更申請を

して許可を受けてください。
使用後は、公共下水道一時使用排水量届に公共汚水桝流入口の閉塞状況が確認できる

写真を添付し、営業課管理係へ速やかに提出してください。
農業集落排水施設の一時使用についても手続きが必要です。

※注意点
湧水・地下水の排出を行う場合は、沈殿槽や中和槽を設置する等の協議が別途必要に

なります。（合流式の公共下水道区域：営業課、分流式の区域：道路保全課又は国・県
等と協議を行ってください）



特別使用許可について マニュアルＰ．２０～Ｐ．２２参照
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供用開始区域外で公共下水道を使用したい場合は、特別使用許可の申請が必要とな
ります。

◆特別使用を許可した場合

◆公共下水道・特定環境保全公共下水道
公共下水道事業協力金（受益者負担金相当分または、受益者分担金相当分）を支払

い、自費で公共汚水桝等を設置（物件設置許可申請）していただきます。

◆農業集落排水施設
自費で公共汚水桝等を設置（公共汚水桝等設置許可申請）していただきます。
※中山地区（熱海町）は、農業集落排水事業協力金（受益者分担金相当分）の支払
いが必要となります。

※阿久津地区の一部（あぶくま台団地 開発区域内）及び片平地区の一部(片平地
区集落地区計画区域内)は特別使用許可申請は不要です。

※三町目地区の特別使用許可申請の計画がある場合は、事前に、営業課へご相談く
ださい。

提出書類：Ｐ．20参照



公共汚水桝設置申込みについて マニュアルP.１１１～P.１２４参照
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公共汚水桝の公費での設置  

（汚水桝設置工事）には  

「公共汚水桝設置申込み」が必要です※１  

◎  下水道供用開始区域の建築物件の排水は、公共下水道へ接続が義務付けられ

ています。  

◎  公共下水道へ接続するには、その入口となる公共汚水桝が必要です。  

◎   

 

 Ｑ・建築予定地の下水道管埋設状況

についての確認は済んでいる。  

◎公共汚水桝の有無について、  

必ず現場を確認してください。  

ＹＥＳ  

ＮＯ  
至急  
確認しましょう！！  

⇒  営業課へ  

Ｑ・対象物件の地先に接続可

能な公共汚水桝がある。  

管破損、逆勾配等はない。  
ＮＯ  

Ｑ・郡山市下水道工事指定店  

 による排水設備確認申請書  

は提出済みである。   

確認を受けたら、  

安全に気をつけて  

施工をお願いします。  

建 築 が 始 ま る 前 に 排 水

設 備 確 認 申 請 書 を 提 出

しましょう。  

ＹＥＳ  ＮＯ  

物件設置許可申請  汚水桝設置工事

補修が必要な場合は  

下水道保全課へ  
営業課へ  

ご相談ください！  ※２  

ＹＥＳ  
上下水道局が設置  自己負担で設置  



公共汚水桝設置申込みについて マニュアルP.１１１～P.１２４参照
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公共汚水桝設置申込みについて

公共汚水桝の設置には申込みから設置工事完了までに通常約３箇月要し
ます。
マイホームを心待ちにしているお客様へ、計画的に引渡しが出来るよう

に、建築前に十分余裕を持って申込みをお願いします。
また、年度末（１月頃～３月）の申込み分は翌年度（４月以降）の受付

となってしまうため、３箇月以上の期間を要することとなりますので、予
め御了承願います。

※１ 申込書は下水道工事指定店により、排水設備確認申請と同時提出となり
ます。

※２ 早急に公共汚水桝が必要な場合や現場条件等によっては自己負担による
設置となります。



物件設置許可申請について マニュアルＰ．１２４～Ｐ．１４３参照
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◆物件設置とは
公共下水道管理者以外が行う工事（郡山市下水道条例第１７条）をいいます。

◆物件設置の条件
①既設の公共汚水桝があるが、同敷地内で他に公共汚水桝が必要となった場合
②既設の公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合
③特別使用許可に係る場合
④既設の公共汚水桝を撤去する場合
⑤公共汚水桝を早急に設置したい場合
⑥開発許可に係る場合
⑦道路位置指定に係る場合（宅地分譲等）
※③については、供用開始区域外から下水道管へ接続する場合です。
※④については、必ず支管部まで撤去し、閉塞キャップを設置してください。
※⑤については、申請者の負担増になることから、十分検討してください。

◆申請先
①②③⑤⑦：営業課
④：公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、排水設備の新設を含む場合は営業課
⑥：下水道保全課
※①～⑦に該当しない場合は、事前に営業課と協議してください。



公共汚水桝等設置許可申請についてマニュアルＰ．１２５～Ｐ．１４４参照
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◆農業集落排水施設への接続についての注意点
※農業集落排水施設の事業は完了しているため、郡山市上下水道局では公共汚水桝の
新設は行いません。そのため、設置に係る費用はすべて自己負担となります。

※各処理場の処理能力には限界があるので、必ずしも農業集落排水施設に接続が出来
ない場合がありますので注意してください。

◆公共汚水桝等設置の条件(農業集落排水施設)
①公共汚水桝を設置したい場合
②既設の公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合
③特別使用許可に係る場合（供用開始区域外で下水道を使用したい場合）
④既設の公共汚水桝を撤去する場合
⑤開発許可に係る場合
※③について、阿久津地区の一部（あぶくま台団地内 開発区域内）及び片平地区の
一部（片平地区集落地区計画区域内）については、特別使用許可申請は不要です。

◆申請先
①➁➂：営業課
④：公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、排水設備の新設を含む場合は営業課
⑤：下水道保全課
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